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藤井寺市告示第80号 

入 札 公 告 

下記のとおり一般競争入札を行うので、藤井寺市財務規則（平成18年藤井寺市規則第8号）第77条の規

定に基づき公告する｡ 

 

藤井寺市長 岡田 一樹 

 

令和７年6月１６日 

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件 名     令和７年度藤井寺市デマンド型交通実証運行業務 

（２）履 行 場 所     藤井寺市内外 

（３）履 行 期 間     履行期間：契約日の翌日から令和8年3月31日まで 

                        準備期間：契約日の翌日から令和7年9月30日まで 

運行期間：令和7年10月1日から令和8年3月31日まで 

（４）業 務 内 容     「令和７年度藤井寺市デマンド型交通実証運行業務仕様書」のとおり 

予定数量     約４便／日（１ルート当たり） 

（５）予 定 価 格     事後公表 

（６）最低制限価格     設定なし 

（７）支 払 条 件   

①前 金 払     無 

②概 算 払     無 

③部 分 払     無 

④そ の 他   

この契約は単価契約とする。 

毎月、１便当たりの契約単価（税込み）に運行回数を乗じた額から運賃収入（税込み）を差し引いた

額を支払う。 

（８）担 当 課  〒583‐8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 

藤井寺市 都市整備部 地域交通課 

電話番号： 072-939-1086（直通） 

FAX   ： 072-952-9504 

E-Mail  ： koutsu@city.fujiidera.lg.jp 
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２ 入札参加資格 

入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 

（２）国税、地方税について、滞納のない者であること。 

（３）公告から入札（開札）までの期間において、本市から指名停止処分を受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成14 年法律第154 号）第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の

申し立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）をした

者にあっては、同法第 199 条第１項若しくは第２項又は第 200 条第１項の規定による更生計画認可（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）の決定を受けている

こと。 

（５）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項及び第２項の規定による民事再生手続開始の

申し立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 

（６）藤井寺市の契約からの暴力団排除措置要綱別表第１に掲げる排除措置要件に該当していないこと。 

（７）道路運送法第４条第１項（同法第３条第１号ハ）の許可を受けていること。 

 

３ 入札スケジュール 

申請受付・資料配布期間 令和7年6月16日（月） から 令和7年7月 2日（水）まで 

質疑受付期間 令和7年6月16日（月） から 令和7年6月24日（火）17時まで 

質疑回答日 令和7年6月27日（金）17時まで 

参加資格確認通知日 令和7年7月 4日（金）まで 

入札日 令和7年7月10日（木）13時30分 

契約予定日   落札決定日から7日以内 

 

４ 入札参加資格の確認の申請 

入札に参加を希望する者は次のとおり申請し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

本市の令和7・8年度競争入札参加有資格者名簿に登録されている者（以下「登録業者」という。）は下記

（１）の①、②の書類を、登録業者でない者は①～⑤の書類を提出しなければならない。なお、期限までに規定の

必要書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない 

（１）提 出 書 類 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第1号） 

② 道路運送法第４条第１項（同法第３条第１号ハ）の許可が確認できる書類（写し可）。 

③ 履歴事項全部証明書（法人）もしくは住民票及び身元証明書（個人）（写し可） 

④ 印鑑証明書（写し可） 

⑤ 納税証明書等（写し可） 

証明については、未納の税額又は徴収金がないことを証明するもの。又は未納額が０となっているものとする。 

   ※③～⑤の証明書等は、証明日が「令和7年3月17日」以降のものを提出してください。 
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【市内業者、準市内業者】 

 法人の場合 個人の場合 備考 

国 税 法人税･消費税 

<その3の3> 

所得税･消費税 

<その3の2> 

直近1年

分 

市民税 藤井寺市法人市民税 

 

藤井寺市市民税 

※ 納税証明書を提出できない場合

は、本市税務課で発行される『営業

証明書』を提出してください。 

直近2年

分 

※市内業者：藤井寺市内に本店を有し、その本店において本市と契約する者。 

準市内業者：藤井寺市外に本店を有し、藤井寺市内の営業所等において本市と契約する者。 

【市外業者】 

 法人の場合 個人の場合 備考 

国 税 法人税･消費税 

<その3の3> 

所得税･消費税 

<その3の2> 

直近1年

分 

市民税 大阪府内市町村の法人市民税 

（大阪府内の本社、支店又は営業

所等を契約の相手方とする場合） 

 直近1年

分 

※市外業者：藤井寺市外に本店、支店等を有し、その本店、支店等において本市と契約する者。 

（２）提 出 期 限  令和7年7月2日（水）  

（３）提 出 場 所   〒583‐8583 大阪府藤井寺市岡１丁目１番１号 

藤井寺市 都市整備部 地域交通課 

電話番号： 072-939-1086（直通） 

FAX   ： 072-952-9504 

E-Mail  ： koutsu@city.fujiidera.lg.jp 

（４）提出方法等     郵送 

書留郵便とし、上記の提出期限までに必着のこと。また、封筒に「令和７年度藤井寺市

デマンド型交通実証運行業務に係る入札参加資格確認請書類 在中」と朱書してくださ

い。 

 

５ 入札参加資格の確認 

４（１）で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を確認し、決定します。 

入札参加資格の確認結果は、令和7年7月4日（金）までに次に掲げる事項を記載した一般競争入札参加資

格確認通知書（様式第2号）により申請者にFAXで通知します。 

ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨 

イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格が無い旨及びその理由 
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６ 仕様書等に関する質問 

仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり電子メール又はFAXによる質疑書（様式第3号）の提

出に限り受け付けます。 

（１）受 付 期 間  令和7年6月16日（月）から 令和7年6月24日（火）17時 まで 

（２）提 出 先  藤井寺市 都市整備部 地域交通課 

電話番号： 072-939-1086（直通） 

FAX   ： 072-952-9504 

E-Mail  ： koutsu@city.fujiidera.lg.jp 

（３）回 答 方 法   

質問があった場合、令和7年6月27日（金）17時 までに質問及び回答をホームページに掲載します。 

なお、本件入札に直接関連する質問に対してのみ回答を行うものとし、全ての質問に回答するとは限りませ

ん。なお、質問に対する回答は、業務内容等の追加又は修正として取り扱うこととします。 

 

７ 入札関係資料（仕様書等）の交付方法等 

（１）交 付 方 法  藤井寺市ホームページからのダウンロード 

（２）交 付 期 間  令和7年6月16日（月）から 令和7年7月2日（水）まで 

 

８ 入札に関する事項 

（１）入 札 日 時  令和7年7月10日（木）13時30分 

（２）入 札 場 所  藤井寺市役所3階 入札室 

（３）入 札 回 数  原則2回 

（４）入札保証金  藤井寺市財務規則第81条により免除 

（５）入札書の記載金額 

入札書の記載金額は、デマンド型交通の運行にかかる一切の諸費用を含めた額とし、運行1便あたりの単価

を記載すること。 

入札書への記載金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額とする。 

 

（６）落札者の決定方法 

① 入札を行った者のうち、予定価格以下で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 

② 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

（７）内訳書の提出  不要 

（８）落 札 金 額 

落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税 100 分の 10 に相当する

金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額）とする。 

（９）無効の入札、失格 

「入札心得書」９及び１０に示す入札を、無効の入札又は失格の入札とする。 
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（１０）入札の結果 

入札の結果は、落札決定後、本市契約検査課掲示板に掲示する。 

 

９ 契約条件 

（１）契約保証金    契約単価に予定数量を乗じた金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額）の100分の5以上 

                  ただし、財務規則第99条各号のいずれかに該当したときは、これを免除する。 

 

（２）契約書作成の要否  要する。 
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入 札 書 見 本（参考） 

 


